
R８．４月 

長寿政策課 

茨木市高齢者補聴器購入費補助事業のご案内（概要版） 

【手続きの流れ】 

申請方法（フロー図） 申請の際は（詳細版）の確認もお願いします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

申請書入手し、受診する 

耳鼻咽喉科を受診し、医師記入

欄に必要事項を記入してもら

う。 
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補聴器の見積書原本を受けとる 

店舗に医師記入後の申請書を持参し、補聴器本

体の見積書原本をもらってください。 

 

２ 
 

市に申請書と見積書を提出 

見積書を添付し、市に申請書を

提出してください。 

補助対象者には、決定通知が届

きます。 

 

 

 

補聴器の購入及び市へ請求書を送付 

必ず、決定通知到着後に補聴器を購入し、３か月

以内又は決定通知日の年度末までのいずれか

早い日までに、請求書に補聴器の領収書と決定

通知書を添付して、長寿政策課へ提出してくだ

さい。 

 

 

 

４ 

  補助金の支払い 

 内容を確認し、 請求書指定の口座に振り込みます。 

 請求書をご提出いただいた翌月の25日頃にお振込みいたします。 

補助上限は２万５千円です。２万５千円を下回る場合は購入費を補助。 
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【お問合先】茨木市 福祉部 長寿政策課 介護予防グループ（南館２階１６番窓口） 

TEL：０７２-620-1637    Email:keroyan@city.ibaraki.lg.jp 

 


